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平成２６年１月 定例教育委員会 
 

 

日 時  平成２６年１月２２日（水） 

１０時００分～ 

 

場 所  市役所１１階 研修室 

 

出席者 

 （教育委員） 

  久田委員長 深町委員 合田委員 内海委員 永元教育長 

（事務局） 

  百津教育次長兼学校教育課長 久家教育次長 山田総合教育センター長兼教育センター所

長 大藤総務課長 鎌田社会教育課長 吉富スポーツ振興課長 前田学校保健課長 友永

総合教育センター課長 渡辺図書館長 犬塚青少年教育センター所長 濱野公民館政策課

長 阿比留総務課補佐 松尾総務課主査 

 

内 容 

(1)委員長報告 

(2)教育長報告 

(3)議題 

①「佐世保市いじめ防止基本方針」について 

②「佐世保市いじめ等対策連絡協議会等設置条例」制定について 

③佐世保市体育文化館条例施行規則の一部改正の件 

④佐世保市総合グラウンド条例施行規則の一部改正の件 

⑤佐世保市東部スポーツ広場条例施行規則の一部改正の件 

⑥佐世保市吉井地区及び世知原地区体育施設条例施行規則の一部改正の件 

⑦佐世保市宇久地区体育施設条例施行規則の一部改正の件 

⑧佐世保市小佐々地区体育施設条例施行規則の一部改正の件 

⑨佐世保市江迎地区体育施設条例施行規則の一部改正の件 

⑩佐世保市鹿町地区体育施設条例施行規則の一部改正の件 

⑪佐世保市総合教育センター条例施行規則の一部改正の件 

 

(4)協議事項 

なし 

  

(5)報告事項 

①佐世保市学校給食センターの状況について（１２月分） 
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②佐世保市スポーツ少年団表彰式について（2/16） 

③公民館嘱託職員及び図書室職員の募集について 

④新中央公民館（常盤北）の供用開始について 

⑤早岐地区公民館図書室の休館及び新図書室開館について 

⑥図書館事務パート職員の募集について 

⑦平成２６年度図書館カレンダーについて 

⑧１５００回記念おはなし会 

⑨第４６回郷土研究所の公開発表会 

 

 

(6)その他 

 ① 次回日程調整 

  

◆ 委員長報告 

○  １月 ６日 新年交歓会 

○  １月 ７日 前期教育委員会 

○  １月１２日 成人式典 

○  １月１２日 小柳賞ロードレース大会 

○  １月２２日 定例教育委員会 

 

◆ 教育長報告 

○ １２月２４日 赤崎子どもクラブ放課後教室文部科学大臣表彰受賞報告 

○ １２月２６日 世界遺産県民会議第３回総会  

○  １月 ８日 財務部長ヒア 

○  １月１２日 成人式典 

○  １月１２日 小柳賞ロードレース大会 

○  １月１５日～１６日 小・中学校長研修会 

○  １月１７日 佐世保市文化及びスポーツ表彰審査会 

 

◆ 委員長報告・教育長報告に関する質疑・意見等 

特になし 

 

～ 以下、事務局から内容の説明を行ったが、その部分は記載していない。～ 

 

◆ 議題 

 

【委員長】 それでは議題に入る。関連があるため議題①と②を一括で事務局からの説明

を請う。 
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【事務局】 議題①「「佐世保市いじめ防止基本方針」について」、議題②「「佐世保市いじめ等

対策連絡協議会等設置条例」制定について」の説明 

 ・国のいじめ対策推進法を受け、地方公共団体の責務を明らかにし、かつ地域の実情に

応じたいじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「佐世保市いじめ

防止基本方針」を策定するとともに、「佐世保市いじめ等対策連絡協議会等設置条例」を整備し、

いじめ問題対策連絡協議会及び教育委員会の附属機関を設置するもの。 

 

【委員長】 各委員の質疑を請う。 

 

【委 員】 県や県内各市の整備状況はどうなっているのか。 

 

【事務局】 長崎県も長崎市も条例として提案する予定はない。 

 

【委 員】 基本方針４ページの「いじめの定義」中、「けんかを除く」という表現がある

が、敢えて入れる必要があるのか。 

 

【事務局】 この部分は削除する。 

 

【委 員】 同じく基本方針のイメージ図が１０ページと１１ページに記載されているが、

１１ページの連絡協議会の構成員に教育委員会、青少年教育センターの記載があるが青少

年教育センターも教育委員会に内包されている。 

 

【事務局】 表記の修正を行う。 

 

【委 員】 同じ１１ページの法第２８条に基づく調査委員会には、学校は入っていない

のか。 

 

【事務局】 調査委員会は第三者委員会であるので学校は外しているが、緊密に連携はし

ていく。 

 

【委 員】 同資料１２ページの「学校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構

築する。」という点については、既に学校支援会議が体制としてできているので、この存在

を具体的に書き込んだ方が良いのではないか。 

 

【事務局】 承知した。社会教育課や学校教育課も併せて入れる方向で検討する。 

 

【委 員】 ２２ページに「こころの通じ合う教職員集団」という表現があるが、通じ合
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わない教職員がいるように取られるので、表現を再考してもらいたい。 

 

【事務局】 承知した。 

 

【委 員】 放課後にいじめがあった場合も対象になるのか。 

 

【事務局】 基本は、学校内外を問わずということで、文部科学省の規定が変わっている。 

 

【委 員】 スマホでのＬＩＮＥや３ＤＳのベストフレンズシステムなど、端末を使った

いじめも問題視されているが。 

 

【事務局】 小中学校へのスマホ等の持ち込みを禁止するなどの対応を図っている。 

 

【委 員】 いじめは判らないように行われている。警察でも青少年サポートセンターが

あるのでそういったものも活用しながら、いじめを見つけられるように努力してほしい。 

 

【事務局】 承知した。 

 

【委員長】 他に意見はないか。なければ、指摘があった部分を修正したうえで事務局案

どおり進めていただくことでよいか。 

 

～ 異議なし ～ 

   

【委員長】 それでは本件は了とする。次の議題の説明を請う。なお、議題③から議題⑪

まで税率変更に伴う関連案件ということであるので、一括での説明をお願いする。 

 

【事務局】 議題③「佐世保市体育文化館条例施行規則の一部改正の件」 

議題④「佐世保市総合グラウンド条例施行規則の一部改正の件」 

議題⑤「佐世保市東部スポーツ広場条例施行規則の一部改正の件」 

議題⑥「佐世保市吉井地区及び世知原地区体育施設条例施行規則の一部改正の件」 

議題⑦「佐世保市宇久地区体育施設条例施行規則の一部改正の件」 

議題⑧「佐世保市小佐々地区体育施設条例施行規則の一部改正の件」 

議題⑨「佐世保市江迎地区体育施設条例施行規則の一部改正の件」 

議題⑩「佐世保市鹿町地区体育施設条例施行規則の一部改正の件」 

議題⑪「佐世保市総合教育センター条例施行規則の一部改正の件」の説明 

・消費税率の変更に伴い各教育施設の利用料金を改定するもの 

 

【委員長】 各委員の質疑を請う。 
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【委 員】 附則に、「既に納付すべきものとされている利用料金」と「既に納付されてい

る利用料金」という二つの表現があり、統一されていない。 

 

【事務局】 直営施設と指定管理施設で納付方法が違うので、差異を設けている。 

 

【委員長】 他に意見はないか。なければ、事務局案どおり進めていただくことでよいか。 

 

～ 異議なし ～ 

   

【委員長】 それでは本件は了とする。次に報告事項の説明を請う。 

 

◆報告事項 

①佐世保市学校給食センターの状況について（１２月分） 

 

【委 員】 異物混入は納品前の製造過程のものも見受けられる。こうした事実を納品業者

に連絡しているのか。 

 

【事務局】 している。度重なる混入があった場合、納品をストップすることも検討してい

る。 

 

②佐世保市スポーツ少年団表彰式について（2/16） 

 

～質疑なし～ 

 

③公民館嘱託職員及び図書室職員の募集について 

 

～質疑なし～ 

 

④新中央公民館（常盤北）の供用開始について 

 

【委 員】 新施設の見学をまだ行っていない。前期教育委員会等で行ってみてはどうか。 

 

【事務局】 日程調整等、検討する。 

 

⑤早岐地区公民館図書室の休館及び新図書室開館について 

 

【委 員】 利用者への周知を徹底してもらいたい。 
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【事務局】 承知した。 

 

⑥図書館事務パート職員の募集について 

 

～質疑なし～ 

 

⑦平成２６年度図書館カレンダーについて 

 

【委 員】 １月の休館が施設改修と蔵書点検で長期になっているが、施設改修の内容は何

か。 

 

【事務局】 １階と３階の空調設備工事とシステムリプレイスとなっている。この工事が早

めに終われば開館する予定。 

 

⑧１５００回記念おはなし会 

 

～質疑なし～ 

 

⑨第４６回郷土研究所の公開発表会 

 

～質疑なし～ 

 

◆その他 

 

その後、次回開催日程を決定し、終了となった。 

 

                      ―― 了 ―― 


